
計画の内容

　宮崎県男女共同参画推進条例第 3 条に掲げる 6 項目の基本理念の下に、男女が互いにその人権を

尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる

男女共同参画社会の実現を目指します。

基本理念

（1）男女の人権の尊重

（2）社会における制度又は慣行についての配慮

（3）意思の形成及び決定への共同参画

（4）家庭生活における活動と他の活動の両立

（5）男女の生涯にわたる健康への配慮

（6）国際社会における動向への配慮

計画の体系

宮崎県総合計画「未来みやざき創造プラン」
～未来を築く新しい「ゆたかさ」への挑戦～

計画が目指す男女共同参画社会の姿

基本目標
Ⅰ あらゆる分野における女性の活躍の推進

Ⅱ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備

Ⅲ 男女の人権が尊重される安全・安心な暮らしの実現

男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と

能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現

基本理念

目指す姿

男女の人権が尊重され、

尊厳を持って個人が生

きることのできる社会

男女が自らの意思に基

づき、個性と能力を十分

に発揮できる、多様性に

富んだ豊かで活力ある

社会

仕事と生活の調和が図

られ、男女が共に充実し

た職業生活その他の社

会生活及び家庭生活を

送ることができる社会

みやざき男女共同参画プラン

基本目標 重点分野

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現

※女性活躍推進法の推進計画として
位置付け

Ⅰ

１ 社会における政策・方針決定過程への女性の

参画拡大

2 就業環境の整備

4 様々な分野における男女共同参画の推進

3 男性中心型の働き方の見直しと仕事と生活

の調和

男女の人権が尊重される安

全・安心な暮らしの実現
Ⅲ

9 困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境

の整備

7 女性に対するあらゆる暴力の根絶

8 生涯を通じた女性の健康支援

10 防災分野における男女共同参画の推進

Ⅱ
5 男女共同参画の推進に向けた意識改革

6 教育・学習を通じた男女共同参画の推進

（１）県における推進体制

（２）宮崎県男女共同参画センターの充実強化

（３）市町村推進体制への支援、連携強化

（４）関係機関、NPO等との連携・協働

（５）計画の進行管理

推進体制
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基本目標Ⅰ  あらゆる分野における女性の活躍の推進
　社会における政策・方針決定過程への女性の参画を進めるとともに、職場や地域、家庭等で男女が共

に支え合い、いきいきと暮らしていけるよう、就業環境の整備や男性中心型の働き方の見直し、仕事と

生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現、地域等における男女共同参画を促進し、あらゆる分野

における女性の活躍を推進します。

重点分野１ 社会における政策・方針決定過程への女性の参画拡大

施策の基本的方向

●政策・方針決定過程への女性の参画拡大

●経済分野における女性の活躍

●女性の能力発揮への支援

基本目標Ⅱ  男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備
　固定的性別役割分担意識を解消し、あらゆる人々にとって男女共同参画が必要であるという認識や

理解が広まるよう、教育・学習機会の充実や広報・啓発活動の推進により、男女共同参画社会の実現に

向けた基盤の整備を進めていきます。

重点分野5 男女共同参画の推進に向けた意識改革

施策の基本的方向

●男女共同参画の視点に立った慣習･慣行の見直し

●理解と共感を広げる広報･啓発活動の推進

●男女共同参画に配慮したメディア表現の促進

重点分野6 教育・学習を通じた男女共同参画の推進

施策の基本的方向
●子どもたちの男女共同参画の理解の促進

●男女共同参画を推進する学習機会の充実

基本目標Ⅲ  男女の人権が尊重される安全・安心な暮らしの実現
　男女の人権が尊重される安全・安心な暮らしが実現するよう、女性に対するあらゆる暴力の根絶に

向けた環境づくりや、女性の健康支援、困難に直面する女性等への支援、男女共同参画の視点を取り入

れた地域防災力の向上など、総合的な取組を進めていきます。

重点分野7 女性に対するあらゆる暴力の根絶

施策の基本的方向

●女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けた環境づくり

●配偶者等からの暴力防止及び被害者の保護･支援体制の充実

●セクシュアルハラスメント、性犯罪等対策の推進

重点分野8 生涯を通じた女性の健康支援

施策の基本的方向

●性と妊娠･出産等に関する健康と権利に対する支援

●生涯を通じた女性の健康の保持増進対策の推進

●女性の健康に影響を及ぼす問題についての対策の推進

重点分野9 困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境の整備

施策の基本的方向
●貧困などの生活上の困難に直面する女性等への支援

●高齢者､障がい者､外国人等が安心して暮らせる環境の整備

重点分野10 防災分野における男女共同参画の推進

施策の基本的方向 ●男女共同参画の視点を反映した地域の防災力向上

重点分野２ 就業環境の整備

施策の基本的方向

●雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

●多様な就業ニーズを踏まえた就業環境の整備

●女性の就業継続・再就職・起業等のための支援

重点分野3 男性中心型の働き方の見直しと仕事と生活の調和

施策の基本的方向

●仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し

●家庭･地域生活への男女の共同参画の促進

●多様なライフスタイルに対応した子育て・介護支援策の充実

重点分野4 様々な分野における男女共同参画の推進

施策の基本的方向
●地域活動､環境の分野における男女共同参画の推進

●活力ある農山漁村の実現に向けた男女共同参画の推進

推進体制

●県における推進体制

●宮崎県男女共同参画センターの充実強化

●市町村推進体制への支援、連携強化

●関係機関、ＮＰＯ等との連携・協働

●計画の進行管理
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